
団体扱火災保険のご案内
（トータルアシスト住まいの保険）

シチズングループ従業員および退職者の皆様へ

大口団体扱割引5％適用！

団体扱の対象となる方

団体扱契約に関するご注意

1.ご契約者はご契約者はシチズングループに勤務し、シチズングループから毎月給与の支払いを受けている方
（在籍出向者、職域労働組合または職域共済組織の事業に従事している方を含みます。）、退職派遣者および退職者 に限ります。
2.被保険者（補償を受けられる方）は、①ご契約者、②ご契約者の配偶者（内縁を含みます。以下同じ。）、③ご契約者またはその
配偶者の同居の親族、④ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族のいずれかの場合もご契約いただけます。 

団体扱特約失効時の取扱い、その他ご不明な点等は、取扱代理店までお問い合わせください。

大口団体扱割引5％は保険期間の始期日が2025年8月1日から2026年7月31日までの契約に適用されます。

割引率は毎年の団体の契約件数により見直されます。

※大口団体扱割引は地震保険には適用されません。

一般契約でご契約の場合と比較してください！

※実際にご契約いただく補償内容は申込書等でご確認ください。

充実タイプ ○ ○ ○ ○ ○

スタンダードタイプ ○ ○ ○ ○ ×

マンション向けタイプ ○ ○ × ○ ○

火災、落雷、破裂・爆
発による損害を補償し
ます。

風災、雹(ひょう)災、
雪災＊1による損害
を補償します。

水災（床上浸水、地盤面より

45cmを超える浸水、または損害

割合が30%以上の場合）による
損害を補償します。

盗難・水濡(ぬ)れ、建物の外
部からの物体の衝突、労働
争議等に伴う破壊行為等に
よる損害を補償します。

左記以外の偶然な
破損事故等による
損害を補償します。

火災リスク 風災リスク 水災リスク 盗難･水濡(ぬ)れ*2

等リスク
破損等リスク

お住まいや家財を様々なリスクからお守りし、日常生活においても安心をお届けする。

それが

＊1 「融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故」を除きます。
＊2 給排水設備に生じた事故による水濡（ぬ）れ、または他の戸室で生じた事故による水濡（ぬ）れをいいます。

一般契約の分割払保険料

毎月5,000円
(年間保険料：60,000円)

団体扱契約の分割払保険料

毎月4,750円
(年間保険料：57,000円)

保険料イメージ

※上記は保険料割引のイメージであり、実際の補償内容等により保険料は異なります。



火災保険見積り依頼書
ＦＡＸ番号：（03－3864－5449）

《個人情報の取扱いについて》
当代理店は、お客様からご提供いただいた本火災保険見積り依頼書に記載の個

人情報を東京海上日動火災保険株式会社より委託を受けて行う損害保険の募集
およびこれに付帯・関連するサービスの提供等に利用させていただくことがあります。

「トータルアシスト住まいの保険」は、住まいの保険および地震保険のペットネームです。この
チラシはトータルアシスト住まいの保険（団体扱）の概要についてご紹介したものです。ご
契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。「重要事項説明書」には、
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。また詳しい補償内容に
ついては「ご契約のしおり（約款）」に記載していますので、必要に応じて東京海上日動の
ホームページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp）でご参照いただくか、代理店また
は東京海上日動にご請求ください。ご不明な点等がある場合には、代理店または東京海
上日動までお問い合わせください。

【取扱代理店】

ヒューリック保険サービス株式会社
個人保険営業部
東京都台東区鳥越1-8-2 ヒューリック鳥越ビル
ＴEL：0120-335-870（平日９時～17時）
ＦＡＸ：03-3864-5449
E-mail: kojin.new@hulichs.co.jp

【引受保険会社】

東京海上日動火災保険株式会社
担当：グローバルリスクマネジメント本部 製造・消費財産
業部 営業第三チーム
住所：〒100-8107
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア
WEST11階 TEL:03-5223-3646 2025年7月作成

 25TC-001466

１．保険を契約される方（ご契約者） 依頼日：　　　　　年　　　　月　　　　日

自宅

携帯

希望保険

開始日

２．建物や家財の所有者、賠償責任等の被保険者本人（ご契約者と異なる場合、お名前をご記入ください。）

３．物件の情報

４．建物と家財の希望保険金額(取得額)

●家財の支払限度額（保険金額）について

ご参考＜家財の所有金額の目安＞

５．地震保険について

●保険金額の設定、割引について

　お見積りをご希望の方は、下記お見積依頼書にご記入の上、メール、FAXもしくは郵便にてご送付ください。

　　　　　　他の火災保険にご加入のお客様は、現在のご契約の火災保険証券のコピーもお送りください。

E-mail 　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

【建物】

ご希望保険金額
　　　　　　　　　　　　　　　　万円

【家財】

ご希望保険金額
　　　　　　　　　　　　　　　　万円

ふりがな
TEL

該当に ☑ ： □契約する　　　　□契約しない地震保険を

　　　　　　　年　　　　　　月完成　

②条件を満たす建物および家財に［建築年割引:10％］［耐震等級割引 等級１:10％、等級２:30％、等級３:50％］［免震建築物

　 割引:50％］［耐震診断割引:10％］を適用することができます。割引の適用には所定の確認資料のご提出が必要です。

　 なお、割引は重複しては適用できません。

建築年月

①建物、家財ごとに住まいの保険の支払限度額（保険金額）の30％～50％の範囲で保険金額をお決めいただきます。ただし、建物は

　 5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。

①100万円×口数とします。１口を100万円として１口以上99口以下の任意の口数で設定します。所有されている家財の実態に合わせて

　 適切な口数を設定してください。所有されている金額が不明な場合は下表をご参照ください。実態よりも多い口数を設定しても、保険料が

　 無駄になってしまいますのでご注意ください。

②貴金属、宝石および骨董その他の美術品等で１個または１組の再取得価額が30万円を超える高額貴金属等は１事故あたり合計100万円

　 まで、明記しなくとも自動的に補償されます。ご希望により500万円または、1,000万円への増額も可能な場合があります。

640万円350万円

保険の対象の

所有者

賠償責任等の

被保険者本人

お名前

物件種別

所在地

該当に ☑ ： □専用住宅　　　□併用住宅［職作業：　　　　　　　　　］

専有（占有）面積：　　　　　　　　㎡　・　地上　　　　　階 地下　　　　　階

〒

面積・階数

柱

（建物の構造）

建物区分

該当する場合 ☑ ： □耐火建築物　　　□耐火構造建築物　　　□準耐火建築物
耐火基準

                           □特定避難時間倒壊等防止建築物　　　□省令準耐火建物

該当に ☑ ： □木造（含む枠組壁工法建物（ツーバイフォー等）　　□鉄骨造

　　　     　　　□コンクリート造（レンガ造、石造）　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

該当に ☑ ： □一戸建住宅　　　□共同住宅

持ち家

賃貸住宅

580万円 960万円 1,930万円

1,420万円1,150万円900万円

1,210万円 1,580万円

建物の面積 33㎡未満 132㎡以上99～132㎡未満66～99㎡未満33～66㎡未満

hyoshida
テキストをタイプ
HHS25073348
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